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令和８年度の研究スケジュール（案）

時期 研究報告会 報告者（予定）

５月頃 第２回 内藤委員、毛塚委員、南委員

６月頃 第３回 斉藤委員、榊原委員、泉田委員

７月頃 第４回 西村幸満委員、卯月委員、夏委員

８月頃 第５回 下瀬川委員、黒川委員、西村仁憲委員

⚫ ５月から研究報告会を開催（計４回）し、毎回３名ずつ、途中経過を報告いただく。

⚫ その報告（必要に応じて加筆）を取りまとめたものを10月の第３回研究会で「中間報告」とする。10月からの研究報告会
では２回目の経過報告（結論）をしていただく。

⚫ 研究成果の結論として来年３月の第４回研究会で「結果報告」を取りまとめる。

⚫ 「中間報告」「結果報告」は精査前のため非公開とするが、省内（関係省庁）に対して意見調整を行う。

⚫ 最終的な報告書としての取りまとめは、第５回研究会（令和９年度開催予定）で行う。

出
生
児
・
成
年
者

１２月

令　和　８　年　（2026） 令　和　９　年　（2027）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

第４回研究会
（結果報告）

第３回研究会
（中間報告）

第２回報告会 第３回報告会 第４回報告会 第５回報告会

第１編 厚労省分 集計 第１編 厚労省分 分析

「中間報告」編さん 「結果報告」編さん 令和９年度に内

容を精査し、読

み物として取り

まとめた「最終

報告」を公表予

定（第５回研究

会）

○研究報告会では、毎回、３名ずつ研

究報告（途中経過）を行う。

○「中間報告」は、研究報告会資料に

加筆したものを取りまとめる。

○「中間報告」は、報告会のパワーポ

イントを集約したもの。

第６回報告会
（２回目報告）

第７回報告会
（２回目報告）

第８回報告会
（２回目報告）

第９回報告会
（２回目報告）

費用に応じて研究を継続

○「結果報告」は、最終的な研究成果を

パワーポイントに取りまとめたもの。
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